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１ 計画の推進体制 
 

本計画は、介護保険のみならず高齢者福祉に係る総合的な事業計画であり、その範囲

が極めて広範にわたるため、行政だけでなく関連する民間団体や、市の中で福祉・保健・

医療・介護・防災など多彩な活動を行っているＮＰＯ等の草の根的な諸団体、グループ

及び各機関との密接な連携は、地域包括ケアシステムのさらなる深化・推進と地域共生

社会の実現をめざしていく中では絶対に欠かせないものとなってきています。 

市で計画を策定し、実施している各分野の関連計画との整合性を図りながら、関係者

及び住民の方々に計画の趣旨や内容を幅広く広報することで、広範な協力体制づくり

を進め、事業の推進を図っていきます。 

 

（１）行政間の連携の強化 

本計画は、地域包括ケアシステムのさらなる深化・推進を目指して、保健・福祉・

医療・介護の各分野を中心に多岐にわたる施策を有機的、一体的に取り組むことが必

要となってきます。施策を担当する行政部署も複数にまたがっており、各施策の整合

性を保ち、効率的な計画推進を強化するためにも、生活支援体制整備における第一層

協議体や福祉総合相談ケアシステム等を活用し、庁内の横の連携を密にし、情報を共

有しながら取り組んでいきます。 

また、国や県の動向も注視し、計画推進に反映させていくとともに、市以外の広域

に関わるような問題、国・県の指導や協力を必要とする諸問題については、迅速に対

応できるように、連携を強化していきます。 

 

（２）関係機関との連携 

高齢者の生活支援を総合的に行うためには、市内外の多様な関連施設等の協力や、

地域住民、民生委員児童委員、ボランティア、ＮＰＯ等の地域で活動を行っている諸

グループとのネットワークの構築を図るとともに、その協力関係を密接なものとする

必要があります。そのために、社会福祉協議会、医療機関、教育機関など、多様な団

体との連携も不可欠ですが、自らが主体となって参画し、活躍するボランティアをは

じめとする地域の様々な個人、団体との協働の仕組みづくりを進めていきます。 

円滑な事業運営を図るためには、関係者が必要とする情報を共有できるような体制

を構築、確立していきながら、有益な情報提供を行うとともに、関係機関の連絡・調

整を行うなど、本市を基点とした協力体制づくりに取り組んでいきます。 
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（３）地方分権の推進 

地方分権が進み、居宅介護支援事業所の指定や地域密着型サービスの人員、設備、

運営等の基準を市町村が制定するなど、市町村の権限が強化されています。 

また、介護予防・日常生活支援総合事業の推進をはじめ、より一層の地域包括ケア

の構築とその推進が求められています。こうした市町村の役割拡大を踏まえ、地域の

実情に応じ適正なサービスが提供されるよう、事業の実施に努めていきます。 

 

 

２ 計画の進捗状況の点検・評価 
 

本計画の進捗管理については、地域包括ケア「見える化」システム等の活用を図り、

毎年度の実績を把握して分析・評価を行うことに加え、保険者機能強化推進交付金及び

介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標を活用し、次年度以降の計画推進及び次

期計画の策定においてＰＤＣＡサイクルにより、施策展開の改善につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P

D

C

A

PLAN
計画

DO
実施・実行

CHECK
評価・点検

ACTION
改善

実態調査・課題分析を踏まえ，神栖市の
目標を設定して関係者間で共有するとと
もに，達成に向けた具体的な計画を作成
する。

それぞれの地域の実態把握・課
題分析に基づき，取組の実績を
評価・点検する。

計画に基づき，地域の介護
資源の発掘や基盤整備，他
職種連携の推進，効率的な
サービス提供等，自立支援
や介護予防に向けたさまざ
まな取組を進める。

検証・点検の結果に
より，計画について
必要な見直しを実施
する。

地域包括
ケアシステムの
深化・推進

実態調査・課題分析を踏まえ、本市の目標を

設定して関係者間で共有するとともに、達成

に向けた具体的な計画を作成する。 

計画に基づき、地域の介護資源

の発掘や基盤整備、多職種連携

の推進、効率的なサービス提供

等、自立支援や介護予防に向け

た様々な取組を進める。 

それぞれの地域の実態把握・課題

分析に基づき、取組の実績を評価・

点検する。 

検証・点検の結果により、

計画について必要な見直

しを実施する。 
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３ 人材の育成・確保 
 

本計画が円滑に実施されるように、必要とされる人材の育成と確保を図ります。現時

点では介護分野において、特に人材不足が叫ばれており、サービスの担い手の養成に力

を注ぐ必要があります。介護福祉士、訪問介護員、介護支援専門員等のマンパワーの育

成について関係機関との連携により、計画的に人材の確保に努めます。 

地域包括ケアシステムの中核となる地域包括支援センター職員は、保健師・社会福祉

士・主任介護支援専門員（主任ケアマネジャー）などの専門性と知識・経験が要求され

ることから、その育成と資質の向上、人材の確保に努めるとともに、市においては基幹

型地域包括支援センターを設置し、各センターとの統合調整や連絡体制を強化します。 

 

 

４ 計画の普及 
 

介護保険を基礎とした高齢者福祉サービスが、実質的に高齢者の生活を支えるもの

となるためには、その趣旨や仕組みを広く住民に理解してもらい、積極的利用してもら

うことが肝要となってきます。 

将来的に、高齢者が住み慣れた地域において健康でいきいきとした生活を続けられ

るよう、介護保険サービス（介護・予防）のほかに、高齢者の自立生活を支える福祉サ

ービスや生活習慣病等を予防して高齢者の健康を守る保健サービスについて広く周知

を図り、さらに地域包括支援センターや民生委員などの役割と活動内容への理解、協力

を得られるよう事業の普及啓発に努めていきます。 

 

 

 



 

 

 

 

 


